
別表第七号 登録検査等事業者等が行う点検の実施項目（第 19 条第 1項関係） 

第一 無線従事者の資格及び員数 

点 検 の 種 別 点 検 の 項 目 

一 法第十条第二項の点検 イ 選任されている無線従事者の資格及び員数 

ロ 選任されている無線従事者の従事事実 

ハ 主任無線従事者の主任講習の受講事実（主任無線従事者を選任す

る場合に限る。） 

ニ 船舶局無線従事者証明書の所有及び当該証明の効力（船舶局で、

義務のある場合に限る。） 

ホ 遭難通信責任者の配置（船舶局で、義務のある場合に限る。 

二 法第七十三条第四項の点検 イ 選任されている無線従事者の資格及び員数 

ロ 選任されている無線従事者の従事事実 

ハ 主任無線従事者の監督の事実及び主任講習の受講事実（主任無線

従事者を選任している場合に限る。） 

ニ 船舶局無線従事者証明書の所有及び当該証明の効力（船舶局で、

義務のある場合に限る。） 

ホ 遭難通信責任者の配置（船舶局で、義務のある場合に限る。） 

第二 法第六十条の時計及び備付書類 

点 検 の 種 別 点 検 の 項 目 

一 法第十条第二項の点検 イ 時計の備付け 

ロ 無線業務日誌の備付け 

ハ その他の書類の備付け 

二 法第七十三条第四項の点検 イ 時計の備付け 

ロ 無線局免許状の備付け及び掲示 

ハ 無線業務日誌の備付け及び保存並びに記載内容 

ニ その他の書類の備付け 

第三 無線設備 

一 無線局事項書及び工事設計書に記載されて内容と実装との照合 

照合書類 

の 区 別 
点 検 の 種 別 点 検 の 項 目 

無線局事項

書 

一 法第十条第二項

の点検 

イ 予備免許を受けた者の氏名又は名称及び住所 

ロ 無線設備の設置場所（常置場所） 

ハ 無線設備の設置箇所（船舶局、船舶地球局、航空機局及び航空機

地球局で、条件がある場合に限る。） 

ニ 法第三十五条の措置（船舶局及び船舶地球局で、措置の義務があ

る場合に限る。） 

ホ 船舶又は航空機関係事項（船舶局及び航空機局に限る。） 

二 法第十八条第二

項の点検 

無線設備の設置場所（常置場所）（変更した場合に限る。） 

三 法第七十三条第

四項の点検 

イ 免許人の氏名又は名称及び住所 

ロ 無線設備の設置場所（常置場所） 

ハ 無線設備の設置箇所（船舶局、船舶地球局、航空機局及び航空機

地球局で、条件がある場合に限る。） 

ニ 法第三十五条の措置（船舶局及び船舶地球局で、措置の義務があ

る場合に限る。） 

ホ 船舶又は航空機関係事項（船舶局及び航空機局に限る。） 



工事設計書 一 法第十条第二項

の点検 

イ 送信（受信）可能な電波の型式及び周波数 

ロ 送受信設備、特殊な設備及び附属装置について、型式又は名称、

製造番号及び型式検定番号等 

ハ 空中線系 

ニ 電源設備 

ホ 計器、予備品、制御器の照明、非常灯及び連絡設備（船舶局で、

義務がある場合に限る。） 

二 法第十八条第二

項の点検 

イ 送信（受信）可能な電波の型式及び周波数（変更した場合に限る。）

ロ 送受信設備、特殊な設備及び附属装置について、型式又は名称、

製造番号及び型式検定番号等（変更した場合に限る。） 

ハ 空中線系（変更した場合に限る。） 

三 法第七十三条第

四項の点検 

イ 送信（受信）可能な電波の型式及び周波数 

ロ 送受信設備、特殊な設備及び附属装置について、型式又は名称、

製造番号及び型式検定番号等 

ハ 空中線系 

ニ 電源設備 

ホ 計器、予備品、制御器の照明、非常灯及び連絡設備（船舶局で、

義務がある場合に限る。） 

二 電気的特性の点検 

無線局種別及び無線設備名 点 検 の 項 目 備    考 

航

空

機

局 

 

（記載を省略） 

 

（記載を省略） 

 

（記載を省略） 

 

 

船 

 

舶 

 

局 

基本及び予備設備 一 周波数 

二 占有周波数帯幅 

三 空中線電力 

四 変調特性 

 

船上通信設備、双方向無線電話、

船舶航空機間双方向無線電話及

びレーダー 

一 周波数 

二 空中線電力 

電池を備えるものは、その有効期限

の確認を含む。 

衛星非常用位置指示無線標識及

び設備規則第四十五条の三の五

に規定する無線設備 

一 周波数 

二 空中線電力 

三 伝送速度 

四 無変調送信時間 

五 識別信号 

電池の有効期限の確認を含む。 

捜索救助用レーダートランスポ

ンダ 

一 周波数 

二 空中線電力 

三 受信感度 

電池の有効期限の確認を含む。 

捜索救助用位置指示送信装置 一 周波数 

二 占有周波数帯幅 

三 空中線電力 

四 識別信号 

電池の有効期限の確認を含む。 

船舶自動識別装置及び簡易型船

舶自動識別装置 

一 周波数 

二 占有周波数帯幅 

三 空中線電力 

四 識別信号 

 



船舶地球局及び航空機地球局 一 周波数 

二 空中線電力 

・ ニについては、実効輻射電力と

する。 

放送局 （記載を省略） （記載を省略） 

アマチュア局 （記載を省略） （記載を省略） 

その他の無線局 一 周波数 

二 占有周波数帯幅 

三 スプリアス発射又は不

要発射の強度 

・ 五については、設備規則第四十

五条の十二の六第四号に掲げる無

線設備の無線局に限る。 

・ 七、八及び九については、海岸

局（八及び九を除く。）、航空局、

無線航空陸上局及び無線標識局に

限る。 

注１ この表による電気的特性の点検の項目以外に、総務大臣が特に必要と認める点検項目等は、告示で定め

るものとする。 

２ （記載を省略） 

３ この表による点検の項目のうち、無線設備の機器の構造その他の事情により当該点検を実施することが

困難又は不合理であると総合通信局長が認めるものについては、この限りでない。 

二 総合試験 

(1) 無線局の目的の遂行可能性を確認することを原則とする。 

(2) 具体的な確認の方法は、告示で定めるところによるものとする。 

 


